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（訂正）「平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 

平成26年5月15日に公表いたしました「平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容について、一部

訂正すべき事項がございましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、平成26年3月期「有価証券報告書の訂正

報告書」は、本日、関東財務局に提出いたしました。 

 

記 
 

１． 訂正理由 

   下記「２.訂正内容」について、日本円で表示すべき金額を、タイバーツの金額にて表示していた誤りがあり

ましたので訂正を行います。 

 

２． 訂正内容  

訂正箇所には下線を付しております。 

 

（平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）） 

 （24ページ） 

４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項 

            （会計上の見積りの変更） 

 

【訂正前】 

   （貸倒引当金の見積りの変更） 

（前略） 

また、当該貸倒引当金の見積りの変更に合わせ、「流動資産」の「営業貸付金」及び「固定資産」の「破

産更生債権等」の債権区分の見直しも行いました。これにより従来の方法に比べて「流動資産」の「営業貸

付金」が330,438千円増加し、「固定資産」の「破産更生債権等」が同額減少しております。 

 

【訂正後】 

   （貸倒引当金の見積りの変更） 

（前略） 

また、当該貸倒引当金の見積りの変更に合わせ、「流動資産」の「営業貸付金」及び「固定資産」の「破

産更生債権等」の債権区分の見直しも行いました。これにより従来の方法に比べて「流動資産」の「営業貸

付金」が1,044,185千円増加し、「固定資産」の「破産更生債権等」が同額減少しております。 

 

以上 


